
介護保険（利用者負担１割分） 単位数

３２５単位
（１回あたり）

６５０単位
（１回あたり）

１，３００単位
（１回あたり）

７２

１４４

６８０

１２８０

介護保険の単価は、１単位＝１０．１４円です。負担割合は、１割から３割です。
体制加算及び介護職員処遇改善加算は、利用者様全員に加算されるものです。それ以外の加算については、それぞれ
利用に応じて加算されます。

科学的介護
推進体制加算Ⅱ

５０（１月あたり）

入所者ごとの日常生活の値や疾病の状況等の情報についてＬＩＦＥ（科学
的介護情報システム）を用いて厚生労働省に提出し、厚生労働省の蓄積
したデータによるフィードバックの提供を受け、必要に応じてサービス計画
を見直す等活用した場合の加算です。

精神科医師定期的
療養指導加算

５
精神科を担当する医師による定期的な療養指導が月に２回以上行われる
体制が整っており実施されている場合の加算です。

栄養マネジメント強化加算 １１
管理栄養士を必要数配置し、利用者の栄養状態の改善・維持を目指す
ため、ミールラウンド（実際の食事の食べ方の確認）の実施や適切な栄養
ケアを行う体制が整っている場合の加算です。

施設内での感染症対策を強化し、入所者の安全を確保するための取り組
みです。また、高齢者施設で感染症が発生した場合に療養を行う医療機
関との連携や、他の入所者への感染拡大を防止するための取り組みに対
する加算です。
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特別養護老人ホーム東海の里利用料金表（一日あたり）
令和７年７月１日現在

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

多床室 ５８９ ６５９ ７３２ ８０２ ８７１

４
入所者の重度化等に伴う医療ニーズに対応する観点から、常勤の看護師
を１名以上配置している場合の加算です。

６５９ ７３２ ８０２ ８７１介護保険
サービス費

個室 ５８９

看護体制加算（Ⅱ） ８
入所者の重度化等に伴う医療ニーズに対応する観点から、基準を上回る
看護職員の配置や、他の医療機関等の看護職員との連携により２４時間
の連絡体制を確保している場合の加算です。

日常生活継続
支援加算（Ⅰ）

３６
「新規」入所者のうち、重度者や認知症高齢者が一定割合以上であり、入
所者数に対し介護福祉士を一定割合以上配置している場合の加算で
す。

看護体制加算（Ⅰ）

夜勤職員配置加算（Ⅲ） １６
夜勤を行なう介護職員が基準を上回って配置されている場合の加算で
す。

個別機能訓練加算（Ⅰ） １２
機能訓練指導員・看護職員・介護職員・生活相談員その他の職種の者が
共同して、利用者様毎に機能訓練計画を作成し、それに基づいて機能訓
練を実施した場合の加算です。

高齢者施設等感染
対策向上加算（Ⅰ）

高齢者施設等感染
対策向上加算（Ⅱ）

１０（１月あたり）

５（１月あたり）

施設において看取り介護を行なった
場合の加算です。

（死亡日）

若年性認知症入所者に対してサービスを提供した場合の加算です。

（死亡日以前４５日前～３１日前）

（死亡日３０日前～４日前）

（死亡日前々日・前日）

深夜

時間外

早朝・夜間

外泊時費用 ２４６
病院への入院や居宅へ外泊をした時の、１日の利用料となります。（月６
日まで）

介護職員等
処遇改善加算（Ⅰ）

合計単位の１，０
００分の１４０に相

当する単位数
介護職員等の処遇改善のために使用される加算です。

初期加算 ３０
入所した当初には、施設での生活に慣れるために様々な支援を必要とす
ることから、入所日から３０日間に限って加算されます。

看取り介護加算（Ⅰ）

協力医療機関連携加算 ５０（１月あたり）
施設と医療機関の連携を強化し、入所者の安全と健康を守るための取り
組みです。介護施設と協力医療機関との間で入所者の病歴や健康情報
を共有し、定期的な会議を通じて連携を強化することに対する加算です。

配置医師緊急時対応加算

施設と医師の連携を強化し、入所者
の安全を確保するための取り組みで
す。介護施設において入所者が急
変した際に、配置医師が迅速に対
応できる体制を整備し、入所者の安
全と健康を守ることに対する加算で
す。

若年性認知症
入所者受入加算

１２０

安全対策体制加算 ２０
外部の研修を受けた担当者が配置され、施設内に安全対策部門を設置
し、組織的に安全対策を実施する体制が整備されていることから、入所時
に１回を限度として算定される加算です。



介護保険対象外
【単位：円】

　　　　　　　３００ ３９０ ６５０ １，３６０

　　　　　　　３８０ ４８０ ８８０

　　　　　　　　０ ４３０ ４３０

また、日常生活用品費等別途必要となります。

　　　※利用者負担限度額とは

　　　　　　本人の所得や世帯の課税状況等によって、自己負担（食費・居住費）が減額されます。

なお、次の１及び２のいずれかの場合は対象となりません。

１　住民税非課税世帯でも世帯分離している配偶者が住民税課税

２　第１段階　　：預貯金等の額が単身１，０００万円、夫婦２，０００万円を超える

　　第２段階　　：預貯金等の額が単身　　６５０万円、夫婦１，６５０万円を超える
　　第３段階①：預貯金等の額が単身　　５５０万円、夫婦１，５５０万円を超える
　　第３段階②：預貯金等の額が単身　　５００万円、夫婦１，５００万円を超える

　　　　　　詳しくは、介護保険被保険者証に記載されている市町村の介護保険担当課へご確認ください。

　　　　　第１段階　　　　　　　　　　　　　第２段階　　　　　　　　　　　　　第３段階①・②

食事代（基本料金） １，４４５円（第４段階）

食事代
（利用者負担限度額※）

　　　　第１段階　　　　　　　　　第２段階　　　　　　　　　第３段階①　　　　　　　 第３段階②

　　　　　第１段階　　　　　　　　　　　　　第２段階　　　　　　　　　　　　　第３段階①・②

第4段階 上記以外の方

第1段階
本人及び世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金
の受給者、生活保護の受給者

第2段階
本人及び世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入
額+合計所得金額＋非課税年金収入額が80万円以下
の方

第3段階②

第3段階①
本人及び世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入
額+合計所得金額＋非課税年金収入額が80万円超１２
０万円以下の方

本人及び世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入
額+合計所得金額＋非課税年金収入額が１２０万円超
の方

利用者負担段階 世帯の状況

居住費
（基本料金）

個室 １，２３１（第４段階）

多床室 ９１５（第４段階）

居住費
（利用者
負担限度額※）

個室

多床室


